
1　事業の概要

①　成果目標（H28)

②　事業内容

　一般財源

　県　債

　国庫支出金

　その他

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

□ 事業を実施しない □ 事業を見直して実施 ■ 事業を現行どおり実施

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか

県内の森林計画区ごとに地域森林計画の樹立と必要に応じた計画の変更を行う。

目標に対

する成果

の状況

空中写真測量成果等を活用した編成調査を実施し、森林法に基づき、木曽谷地域森林計画の樹立及び４地域森林計画（伊那谷、千曲

川上流、千曲川下流、中部山岳）の変更を行った。

 概算事業費（B（A）+C） 54,498 53,489 59,474

31,656 30,469

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

予

算

額

前年度繰越

1,601 1,922

概　算

人件費

4.00 4.00 3.85

33,104

21,394 21,833

Aの

財源

21,926 29,005

15 17 15

9,111

20,122 19,987 19,879

法令等に基づく地域森林計画の樹立

・計画書の印刷、職員の旅費、臨時職員の人件費等

5,018

３ 市町村森林所有者情報整備事業 補助金

区　　分（単位：千円） 27年度 28年度28年度28年度28年度

24,148

人口定着・

確かな暮ら

し実現総

合戦略

信州創生の基本方針

成果目標・

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H28事業実績

H28 H29

（当初） （決算） （当初）

１ 森林計画調査事業委託 直接

地域森林計画の樹立に必要な森林情報を取得

・H29年度に計画樹立する伊那谷2,215km2の空中写真撮影

15,749 15,646 15,646

施策展開

事業番号 10 01 04 事業改善シート （28年度実施事業分）　　□予算要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　■点検

事　業　名 地域森林計画樹立地域森林計画樹立地域森林計画樹立地域森林計画樹立
担

当

課

部局 林務部

課・局・室 森林政策課

プロジェクト  E-mail rinsei@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

1-4 森林を活かす力強い林業・木材産業づくり

3 多様な森林の整備の推進 実施期間 S26 ～

【左記の説明、根拠法令等】

森林法第５条　都道府県知事が地域森林計画をたてなければならない。

森林法第68条　都道府県に森林審議会を置き審議する。

総合５か年

計画

21,833

達成3地域 必要地域 4地域

達成

○木曽谷地域森林計画の樹立　民有林面積55千ha

　　（伊那谷、千曲川上流、千曲川下流、中部山岳のうち必要地域の森林計画の変更）

　　（設定理由：森林法の規定に基づく、樹立又は変更しなければならない地域森林計画の地域数を設定）

Ｈ28
H29

目標

H27末

目標 成果 達成状況

1地域

(伊那谷)

必要地域

5,029 5,029

適切な森林整備や保全のために森林所有者情報を整備

・1町1村の森林所有者情報に関するシステムの整備。交付先

（市町村）

1,984

目指す姿

現状

（予算編成

時）

29,005

　地域森林計画は、「長野県森林づくり指針」の基本理念や基本方針を地域で実現するための計画であり、市町村がこの計画を規範とし

市町村森林整備計画をたて実行することで、長野県の森林の多面的機能を高度に発揮させ、積極的な木材利用を図り林業を活性化す

る。

成果目標：１地域森林計画の策定

　地域森林計画は、森林法第５条に基づき県内５つの森林計画区（木曽谷、伊那谷、千曲川上流、千曲川下流、中部山岳）ごとに県が５

年ごとに10年を１期とし策定する計画である。策定した計画に基づき、森林整備や保全が行われている。

２ 地域森林計画樹立費 直接

22,751 29,005

合計（A) 21,738

1地域

(中部山岳)

29年度

当初予算

1地域

(木曽谷)

1地域

(木曽谷)

1,158 8,330

地域森林計画

の樹立

地域森林計画

の変更

県民との協働による実施： 実施は困難

補正予算 -2,410 -825

成果目標の達成状況

項目 H26末

1地域

(千曲川下流)

4地域

合計 22,751

県が関与

する理由

県でなければ実施不可（法令等義務）


